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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和６年８月２９日（木） 午前１０時 ２分 開会 

               午前１０時３９分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 村 上 英 明 副委員長 光 好 博 幸  委  員 増 永 和 起 

  委  員 西 谷 知 美 委  員 塚 本  崇   

  議  長 水 谷  毅  副 議 長 松 本 暁 彦 

  議  員 森 西  正 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 荒 井 陽 子 同局次長 森 口 雅 志 

同局次長代理 香 山 叔 彦  同局総括主査 仲 野 太 朗 

 

１．案件 

議会手続き等のオンライン化について 

刑法等の一部改正に伴う摂津市議会の個人情報の保護に関する条例の改正について 

専決処分事項の指定変更について 
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（午前１０時２分 開会） 

○村上英明委員長 ただいまから、議会運

営委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、光好委員

を指名します。 

 まず、議会手続き等のオンライン化につ

いてであります。 

 持ち帰り案件となっておりました政務

活動費に関わる収支及び支出の報告書の

提出につきまして、各会派から御意見をお

伺いしたいと思います。その後に前回提案

がございました請願・陳情のＬｏＧｏフォ

ームでの申請受付につきまして、事務局か

らの説明、そして質疑をお受けしたいと思

います。 

 また、議会手続き等のオンライン化につ

きましては、運用面の協議とは別に会議規

則などの改正を協議・決定する必要があり

ます。つきましては、事務局より改正案の

説明を受け、各会派へお持ち帰りいただき、

次回の本委員会で協議してまいりたいと

思いますのでよろしくお願いをいたしま

す。 

 それでは、政務活動費に関わる収支及び

支出の報告書の提出につきまして、各会派

から御意見をお伺いしたいと思います。 

 では、初めに大阪維新の会から。 

○塚本崇委員 私どもとしましては、歩調

を合わせまして紙ベースのみで。 

○村上英明委員長 公明党は前回同様で

紙ベースのみとさせていただきます。 

 自民党・市民の会。 

○光好博幸委員 前回同様紙ベースでお

願いいたします。 

○村上英明委員長 日本共産党。 

○増永和起委員 前回と同様紙ベースで

お願いします。 

○村上英明委員長 民主市民連合。 

○西谷知美委員 紙ベースのみでお願い

します。 

○村上英明委員長 それでは、全会派が紙

ベースのみという御意見でございました

ので、そのように決定をさせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 では次に、前回提案がございました請

願・陳情のＬｏＧｏフォームの申請受付に

つきまして、事務局より説明をお願いしま

す。 

 仲野事務局総括主査。 

○仲野事務局総括主査 それでは、ＬｏＧ

ｏフォームの申請受付につきまして御説

明いたします。 

 資料①、②を御覧ください。 

 資料①は請願・陳情のＬｏＧｏフォーム

での申請受付フロー。資料②はＬｏＧｏフ

ォームでの入力画面となります。 

 今回作成しましたＬｏＧｏフォームで

は、Ｑ１からＱ１１の設問があり、入力内

容によって設問が変わる仕組みとなって

おります。 

 それでは、申請受付の流れについて説明

させていただきますので、資料①を御覧く

ださい。 

 まず、Ｑ１、提出する書類では提出して

いただくものが請願か陳情かを選んでい

ただきます。次に、Ｑ２、請願・陳情者に

ついてでは、請願・陳情者が個人か団体か

を選んでいただきます。Ｑ２で個人を選択

した方はＱ３で請願・陳情者の名前を記載

していただきます。一方、Ｑ２で団体を選

択した方は、Ｑ４、団体の名前とＱ５、代

表者名で団体名及び代表者名を記載して

いただきます。Ｑ６、請願・陳情者の情報

では住所、電話番号、メールアドレスを記

載していただきます。この電話番号にて本

人確認の連絡をさせていただきます。また、
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メールアドレスには申請が完了した旨の

メールが自動送信されます。Ｑ７、請願・

陳情書データでは提出する請願・陳情書の

データをアップロードしていただきます。 

 その後で、Ｑ１で請願を選択した方は、

Ｑ８で紹介議員の名前を記載していただ

きます。 

 Ｑ１で陳情を選択した方は、意見書の有

無とＱ１０、意見書（案）のデータを回答

していただきます。Ｑ９、意見書（案）の

有無で、あり、なしを選択していただき、

ありの場合はＱ１０、意見書（案）のデー

タをアップロードしていただきます。 

 Ｑ１１はＱ７やＱ１０でアップロード

したデータ以外で、その他追加すべきもの

がある場合にアップロードしていただく

ところでございます。 

 資料２の最後には、趣旨説明について記

載しております。 

 この申請後、申請者本人に申請完了のメ

ールが送られるのと同じく、議会事務局に

もＬｏＧｏフォームから申請があった旨

のメールが送信される設定にしておりま

す。 

 また、最後のＱ１１以外は入力必須とし

ており、不完全な申請ができないように設

定しております。 

 なお、議会のホームページでは請願・陳

情のページにこのフォームへのリンクを

設置することを想定しております。 

 以上、ＬｏＧｏフォームでの申請受付の

説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 説明が終わりました。 

 質問などがありましたらお受けをいた

します。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 細かいことで申し訳ござ

いませんが、取りあえずデータをアップロ

ードする部分で気になった点がありまし

て、データの想定している形式と無害化処

理について教えてください。 

○村上英明委員長 仲野事務局総括主査。 

○仲野事務局総括主査 ＬｏＧｏフォー

ムの申請のときは、形式がどういうものか

指定もできるようにはなっております。例

えばＰＤＦだったり、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ

ｌ等にもできます。ただ、一太郎でつくる

方とかそういった方もいらっしゃるかも

しれませんし、あと最近ではＷｏｒｄの互

換ソフトのオープンオフィスのフォーマ

ット等いろいろありますので、フォーマッ

トについては指定しておりません。何でも

アップロードできるようになっておりま

す。だからこちらで読み込めないデータの

場合は、電話にて確認したときにその辺も

併せてお伺いすることになると考えてお

ります。 

 無害化処理につきましては、ＬｏＧｏフ

ォームの性質上のところになり、こちらで

はそこまで確認は厳密にはできてはおり

ませんので、また確認してお伝えさせてい

ただければと思います。 

○村上英明委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 基本、ＬｏＧｏフォームで

もメールでもＬＧＷＡＮ内に何かファイ

ルを取り込む場合は添付ファイルがある

とはじかれる場合が結構あるので、その辺

は情報政策課ともすり合わせしながらや

っていただければと思います。要望としま

す。 

○村上英明委員長 よろしいですか。 

(「はい」と呼ぶ者あり) 

○村上英明委員長 増永委員。 

○増永和起委員 質問ではないですけれ

ども、趣旨説明を希望するのかどうなのか

について、ＬｏＧｏフォームの段階でそれ
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も入れておいたほうがそういうこともで

きるのかという気づきにもなると思うの

で、これは提案ですけれども、していただ

けたらと会派から意見が出ておりました。 

○村上英明委員長 仲野事務局総括主査。 

○仲野事務局総括主査 今の質問にお答

えさせていただきます。 

 まず、趣旨説明につきましては、電話で

の本人確認をする際に案内をさせていた

だく予定にしております。そこで趣旨説明

するか伺う形を想定しております。 

 また、意見書の期限と趣旨説明の期限が

同じ日ではないことから、趣旨説明の期限

が過ぎた後で、かつ意見書の提出期限は間

に合う日程で出した場合に趣旨説明を「あ

り」で申請してしまうと「あり」と答えた

のに期限を過ぎているのでできないとい

うこともあります。その辺を踏まえて今回

は外させていただいておりますが、その辺

は電話でも間に合う場合は案内させてい

ただこうと考えております。 

 以上です。 

○村上英明委員長 増永委員。 

○増永和起委員 分かりました。 

 趣旨説明は、最近摂津市で始めたことで

もありますので、ＬｏＧｏフォームに入れ

る入れないにはこだわりませんけれども、

あると分かってたらその期日前に出そう

と思うかもしれないけど、そういう情報が

なかったら全然引っかかってこないと思

うので、趣旨説明を希望することできる、

いつまでにしないといけないというのが、

もうちょっと一般的に分かるような形で

出していただけたらと思います。 

 以上です。 

○村上英明委員長 ほか、ございますか。 

 よろしいですか。 

 西谷委員。 

○西谷知美委員 私も要望に近いんです

けれども、６番の本人確認としまして入力

いただきました電話番号へということで、

最近こういうアンケートのときに会社員

であるとかそういう方を設定して連絡が

つきやすい時間帯みたいなものを書く欄

があったりするんですけれども、そういっ

たことは検討の中にありましたでしょう

か。 

○村上英明委員長 仲野事務局総括主査。 

○仲野事務局総括主査 今回入力いただ

いて送られた後、電話で確認するというの

はあるんですけど、どうしても職員の勤務

時間になってしまうので、平日昼間という

ところ、そこだけは絶対入れないといけま

せん。それで今回、Ｑ６の文章の後ろに括

弧の中で入れさせていただきました。 

○村上英明委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 お昼休憩の時間である

とかそういうのを書く項目があれば事務

局側の負担も減るというところと私がそ

ういうときに入力した場合、その時間帯電

話に気をつけるというところもあります

ので、そういった効果もあるのかなという

ことで、要望的にお伝えいたしました。 

 以上です。 

○村上英明委員長 ほか、よろしいですか。 

 香山事務局次長代理。 

○香山事務局次長代理 ただいまの西谷

委員の御質問にお答えさせていただきま

す。 

 現時点でＱ６につきましては、住所入力

と電話番号入力、メールアドレス入力の項

目のみとなっておりますけれども、この設

問の後ろに備考欄を設けるなどして、御都

合のよい時間を記入いただく項目を設け

ることなどは可能でございます。他市で既

に先行して導入しているところもござい
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ますので、そちらも確認しながら、できる

だけ申請者の連絡がつきやすい時間に電

話できるようにどういった工夫ができる

かというのは一度検討させていただこう

と思います。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 ほか、よろしいでしょ

うか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、修正等々は

ないようですので、本内容で進めてまいり

たいと思います。 

 なお、掲載に向けての時期につきまして

は、第３回定例会で会議規則などの議決後、

事務局にて対応してまいりたいと思いま

すのでよろしくお願いをいたします。 

 では次に、議会手続などのオンライン化

に関わる会議規則などの改正につきまし

て、事務局より説明をお願いいたします。 

 香山事務局次長代理。 

○香山事務局次長代理 それでは、議会の

オンライン手続に係る会議規則等の改正

について御説明させていただきます。 

 議会手続のオンライン化については、本

会議や委員会、政務活動費が対象となりま

す。今回の改正案としましては、資料３、

摂津市議会会議規則（案）、資料４、摂津

市議会委員会条例（案）、資料５、摂津市

議会政務活動費の交付に関する条例（案）

の三つを提示しております。 

 まず、資料３を御覧ください。 

 本資料につきましては、全国市議会議長

会から示された標準市議会会議規則（案）

と摂津市議会会議規則（案）を見比べられ

るよう対照表として作成しております。 

 全国市議会議長会から示された標準市

議会会議規則（案）については、議会手続

のオンライン化に係る改正だけではなく、

時代に即した文言への修正など所要の改

正が盛り込まれております。 

 このことから多くの条文が改正の対象

となっておりますが、その多くは平仮名表

記であったものを漢字表記に改めるなど

軽微な改正となっております。つきまして

は、軽微な箇所の説明は省略させていただ

き、新設された条文等を中心に説明させて

いただきます。また、各ページ左側が本市

議会の会議規則（案）となりますので、主

に左側の条文に沿って説明をさせていた

だきます。 

 それでは、資料３の２ページを御覧くだ

さい。 

 第９条、「会議時間」において第３項を

新設しております。この会議時間はこれま

で会議中の変更のみ規定されておりまし

たが、会議中以外で時間の変更が困難とな

ることから新設となったものでございま

す。 

 なお、条文中、緊急を要するときとは、

大災害が発生したときであり、その他の特

に必要があると認めるときとは、定足数に

満たないときとなります。 

 次に、４ページを御覧ください。 

 第１９条、「事件の撤回又は訂正及び動

議の撤回」の第１項において、これまで議

会の承認を得ることが規定されておりま

したが、議会や議長の許可を得ることに改

正をされております。 

 これは、国会や全国都道府県議会議長会

の標準会議規則に合わせるとともに禁止

事項を解除するには、承認という文言より

許可という文言が適切であるとの見解か

ら改正となるものでございます。 

 次に、６ページを御覧ください。 

 第３１条、「開票及び投票の効力」にお

いて第４項を新設しております。 
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 地方自治法第１１８条第６項において、

議会の選挙に係る投票の効力に意義があ

るときは、文書をもって本人に交付すると

規定されております。しかしながら、今回、

オンラインでの手続が可能となることか

ら会議規則で必要な事項は議長が定める

と規定しているものでございます。 

 なお、必要な事項は議長が定めるとの規

定を受けまして、別途、情報通信技術の活

用に関する規程を制定する予定をしてお

ります。 

 次に、１３ページを御覧ください。 

 第７８条、「会議録の記載事項」の第２

項において、「その他議長が適当と認める

方法によって記録する」の文言を追加して

おります。 

 本条においてこれまで速記法によって

速記すると規定されておりましたが、速記

以外の方法によって会議録を作成する議

会が多いことから現状に即して追加され

たものでございます。 

 次に、１４ページを御覧ください。 

 右側の欄に第９４条の２、「出席委員に

関する措置」の条文がございます。 

 本市議会では空白としており、追加して

おりません。本条につきましては、オンラ

イン委員会の規定となっており、本市議会

では、今年度の下半期に御協議いただく予

定をしていることから、オンラインの委員

会に係る条文は今回追加しておりません。 

 次に、１５ページ。また左側を御覧くだ

さい。 

 第１１０条、「委員外議員の発言」にお

いて、「以下この条において、『委員外議員』

という。」の文言を追加しております。こ

れはこれまで会議規則に委員外議員の定

義がなかったことから委員外議員を定義

するために追加するものでございます。 

 次に、１７ページを御覧ください。 

 第１１８条、「答弁書の配布」において

タイトルを答弁書の朗読から答弁書の配

布に改正し、条文中に委員に配布するの文

言を追加しております。 

 これは、本会議における答弁書の配布を

規定した第６６条と同様の取扱いとする

ため答弁書の配布に改正するものでござ

います。 

 次に、２０ページを御覧ください。 

 第１３２条、請願書の記載事項等におい

て第６項を新設しております。 

 これは、請願の紹介議員が紹介の取消し

をする場合の規定がこれまでなかったた

め新設されたものでございます。 

 次に、２１ページを御覧ください。 

 第１３６条、請願の審査報告において第

２項を新設しております。 

 こちらにつきましては、委員会付託され

た請願について、これまでは審査結果に意

見をつけることが義務化されておりまし

たが、意見をつけない運用もできるように

改正を行うものでございます。 

 次に、２２ページを御覧ください。 

 第１４５条、携帯品において、本会議や

委員会への携帯品がこちらで規定されて

おります。 

 これまでは文言としまして、「外とう、

襟巻、つえ」と規定されておりましたが、

時代に即した表現に改めるため、「コート、

マフラー」に改正をされております。 

 次に、２３ページを御覧ください。 

 第１５４条の２として、「代理弁明」の

規定を新設しております。 

 こちらは、全国都道府県議会議長会等の

標準会議規則において既に規定されてい

ることから、同様の取扱いとするため新設

するものでございます。 
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 次に、２４ページを御覧ください。 

 第９章にオンラインによる規定として、

第１６０条の２、「電子情報処理組織によ

る通知等」を新設しております。 

 議会手続のオンライン化につきまして

は、この条から２７ページの第１６０条の

３、電磁的記録による作成等までとなって

おります。 

 これらの条文中、「議長が定める」の文

言が複数ございますが、これにつきまして

は第３１条で説明させていただいたとお

り、別途、情報通信技術の活用に関する規

程を制定する予定をしております。 

 以上、摂津市議会会議規則（案）の説明

とさせていただきます。 

 次に、資料④を御覧ください。 

 本資料につきましては、先ほどの会議規

則と同様に全国市議会議長会から示され

た標準市議会委員会条例（案）と摂津市議

会委員会条例（案）を見比べられるよう対

照表として作成しております。 

 まず、１ページを御覧ください。 

 右側の１５条の２において、「委員会の

開会方法の特例」として、オンラインの委

員会に係る規定が新設されておりますが、

会議規則と同様で下半期で協議いただく

予定となっておりますことから、本市の委

員会条例（案）には今回追加しておりませ

ん。 

 議会手続のオンライン化については、２

ページの第２３条、「意見を述べようとす

る者の申出」、それと３ページの第２７条、

「代理人又は文書等による意見の陳述」、

最後に４ページの第２９条、「記録」でそ

れぞれ規定しております。 

 以上、摂津市議会委員会条例（案）の説

明とさせていただきます。 

 次に、資料⑤を御覧ください。 

 本資料は、摂津市議会政務活動費の交付

に関する条例の新旧対照表となります。 

 政務活動費につきましては、全国市議会

議長会から案文の提示がなかったことか

ら左側に現行、右側に改正（案）を記載し

た対照表となっております。 

 まず、第８条、収支報告書の提出を御覧

ください。 

 現行では、「現金出納簿」となっている

ものを改正案では、「政務活動費出納簿」

としております。 

 この理由といたしましては、毎年、各会

派からの収支報告後、政務活動費検査員と

して、弁護士、公認会計士の二人の方に検

査をしていただいております。その中で公

認会計士より現金出納簿の表記では、現金

での取扱いのみが対象となり、通帳振込等

の運用が含まれないことから政務活動費

出納簿に改めるべきとの指摘を以前から

受けておりました。このことから今回の改

正に合わせて、本条の改正を行うものでご

ざいます。 

 次に、第８条の２を御覧ください。 

 「電子情報処理組織を使用する方法によ

る提出」としまして、議会手続のオンライ

ン化に係る規定を新設しております。 

 以上、議会のオンライン手続に係る会議

規則等の改正についての説明とさせてい

ただきます。 

○村上英明委員長 説明が終わりました。 

 質問などがあればお受けをさせていた

だきます。 

 よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、冒頭でお伝

えしましたとおり、各会派へお持ち帰りい

ただきまして、次回の本委員会で御意見な

どをお伺いしたいと思いますのでよろし
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くお願いをいたします。 

 では次に、刑法などの一部改正に伴う摂

津市議会の個人情報の保護に関する条例

の改正についてです。 

 事務局より説明をお願いします。 

 香山事務局次長代理。 

○香山事務局次長代理 それでは、刑法等

の一部改正に伴う摂津市議会の個人情報

の保護に関する条例の改正について御説

明させていただきます。 

 資料⑥を御覧ください。 

 前回の議会運営委員会で御説明させて

いただいたとおり、刑法等の改正に伴い、

摂津市議会の個人情報の保護に関する条

例に係る罰則規定について改正を行う予

定をしております。 

 内容といたしましては、第５３条、第５

４条、第５５条中、「懲役」とあるものを

「拘禁刑」に改正するものでございます。 

 以上、刑法等の一部改正に伴う摂津市議

会の個人情報の保護に関する条例の改正

についての説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 説明が終わりました。 

 質疑があればお受けをさせていただき

ますが。 

 増永委員。 

○増永和起委員 これは国の法改正の上

にのっとって条例を変えるということで

すので、そのことは重々分かっております。

ただ、この法律の改定に当たっては、日本

共産党としては反対をさせていただきま

した。 

 この法は懲役と禁錮を廃止し、新たな自

由刑として拘禁刑を創設するというもの

でございます。 

 懲役刑が、殺人、放火、強盗などに対す

る刑罰であるのに対し、禁錮刑は政治犯や

過失犯などが対象とされてきました。特に

政治犯は通常の犯罪者と異なり、その名誉

を重んじた処遇を行うべきだという考え

の下に刑務作業を強制しない禁錮刑を科

すべきとされてきたものです。戦後の刑法

改正をめぐる議論でも政治犯・国事犯の思

想を強制労働で改造するようなことがあ

ってはならないという配慮から懲役刑と

禁錮刑の区別は残されてきました。刑罰に

よって人の内心まで変えることは許され

ません。 

 法はこの拘禁刑について刑事施設に拘

置するだけでなく、改善更生を図るため必

要な作業を行わせ、または必要な指導を行

うことができるとし、全ての受刑者に刑務

作業と改善指導を義務づけているもので

す。 

 国連被拘禁者処遇最低基準規則、通称マ

ンデラ・ルールは身体を拘束する刑罰は自

由を奪うことによって犯罪者に苦痛を与

えるものであり、それを超える強制を内容

とすることはなるべく避けるべきだとし

ています。また、刑務所などで処遇の目的

は、刑期が許す限り釈放後、法を遵守する

自立した生活を営む意思と能力を持たせ

ることを目的としなければならないとし、

社会復帰の支援を国家の側に義務づけ、受

刑者には社会復帰のための処遇に能動的

に参加する権利を保障すべきものだとし

ています。 

 拘禁刑の下で受刑者の自発性、自立性、

尊厳を尊重せず、懲罰の威嚇の下に改善更

生を強いることになれば国際的に求めら

れる受刑者への処遇水準からはますます

かけ離れてしまいます。 

 我が党はこの立場から修正案も提出し

ましたが、残念ながら否決となりました。

法が改定された下で摂津市の条例の文言

を変えることは仕方ないことだと思いま
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すけれども、基となる法について指摘をこ

の場でさせていただきたいと思っていま

す。 

 また、それぞれの各自治体の情報が大阪

府警に集められて、そこでまた精査がされ

ると伺いました。その中でうちの市議会の

思いが尊重されるというか、自主性という

ことについて、それが尊重されない事態が

あってはならないと考えておりますので、

今後そういう点も踏まえながら皆さんと

この部分については議論していきたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 ほか、ございますでし

ょうか。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、本件につき

ましては前回事務局より説明があったと

おり、執行部とともに９月に大阪検察庁へ

依頼し、１２月頃の回答をもって第１回定

例会へ上程してまいりたいと思います。 

 つきましては、本内容で大阪検察庁へ依

頼することでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、本内容で大

阪検察庁へ依頼することに決定をさせて

いただきます。 

 最後に、専決処分事項の指定変更につい

てであります。 

 本件につきましては、まず、事務局より

説明を受けたいと思います。 

 仲野事務局総括主査。 

○仲野事務局総括主査 それでは、専決処

分事項の指定変更の件について御説明さ

せていただきます。 

 資料⑦を御覧ください。 

 まず、１、地方自治法第１８０条第１項

の規定に係る専決処分事項についてでご

ざいます。 

 本来は議会の議決が必要な内容の案件

であってもそれが軽易な事項であり、議決

により特に指定したものは、市長において

専決処分とすることができることが第１

８０条第１項に規定されております。これ

を受けまして、本市においても専決処分事

項を指定しております。 

 次に、２、現状と課題についてでござい

ます。 

 本市において専決処分事項につきまし

ては、法律上、市の義務に属する１件３０

万以下の損害賠償の額を定めることと指

定しており、３０万円を超えたものにつき

ましては、議会の議決が必要となります。

しかしながら、閉会中などに発生した事故

など定例会まで一定の期間が空いている

場合、定例会での議決まで損害賠償が支払

えず迅速な対応ができないことが課題と

なっております。このことから３、７月３

０日の幹事長会における報告についてで

記載しておりますとおり、先日の幹事長会

にて執行部より専決事項の府内状況につ

きまして報告があり、専決処分事項の指定

の見直しに係る依頼がございました。それ

に伴い幹事長会においても見直しが必要

と判断され、専決処分事項の指定の変更に

つきまして、議長団より申入れがございま

した。 

 以上のことから委員長団で協議いただ

き専決処分事項の指定の変更（案）につい

て、記載のとおり委員長（案）を提示させ

ていただくこととなりました。 

 内容としましては、網かけの部分を追加

し、法律上、「市の義務に属する１件の金

額（保険金等により補塡され、市が直接に

負担しない金額がある場合は、その金額を

除く金額）が３０万円以下の損害賠償の額
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の決定及びこれに伴う和解に関すること」

とするものでございます。 

 以上、専決処分事項の指定変更の件につ

いての説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 説明が終わりました。 

 本件につきましては、事故がないのが最

善ではございますが、万が一、市民などに

損害賠償を支払うことになった場合、迅速

に対応する必要があると考えております。 

 委員長（案）でお示しさせていただいて

いるとおり、保険金などにより補塡される

ものにつきましては、専決処分事項とする

ように改正することを御提示させていた

だきました。 

 これにつきまして質問などがありまし

たらお受けをいたします。 

 いかがでしょう。この委員長（案）で進

めさせていただいてもよろしいでしょう

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 では、御意見がないよ

うですので、本件につきましては委員長

（案）で決定することとさせていただきま

す。 

 本件につきましては、第３回定例会に提

出できるよう進めてまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。 

 以上で本委員会を閉会します。 

（午前１０時３９分 閉会） 
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